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政
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案

新
旧
対
照
条
文

○

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
私
立
認
定
保
育
所
に
係
る
法
の
適
用
）

（
私
立
認
定
保
育
所
に
係
る
法
の
適
用
）

第
四
十
二
条
の
二

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

第
四
十
二
条
の
二

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
就

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
就

学
前
保
育
等
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

学
前
保
育
等
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
は
、
私
立
認
定
保
育
所
（
就
学
前
保
育
等
推
進
法
第
十
条

よ
り
算
定
し
た
額
は
、
私
立
認
定
保
育
所
（
就
学
前
保
育
等
推
進
法
第
十
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
私
立
認
定
保
育
所
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
私
立
認
定
保
育
所
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
け
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
係
る
児
童
の
保
護
者
を
、
法
第
五
十

じ
。
）
に
お
け
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
係
る
児
童
の
保
護
者
を
、
法
第
五
十

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
私

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
私

立
認
定
保
育
所
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、

立
認
定
保
育
所
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、

市
町
村
の
長
が
当
該
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
し
て
定
め

市
町
村
の
長
が
当
該
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
し
て
定
め

る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）
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○

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

（
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
一
条

国
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
に
関
し
て
医
療
法
（
以

第
一
条

国
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
に
関
し
て
医
療
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

る
法
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二

そ
の
病
院
、
診
療
所

主
務
大
臣
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
協

第
十
二

そ
の
病
院
、
診
療
所

主
務
大
臣
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
協

条
第
二

又
は
助
産
所
の
所
在

議
し
、
そ
の
承
認

条
第
二

又
は
助
産
所
所
在
地

議
し
、
そ
の
承
認

項

地
の
都
道
府
県
知
事

項

の
都
道
府
県
知
事
の

の
許
可

許
可

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八

た
だ
し
、
病
院
又
は

た
だ
し
、
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理

第
十
八

但
し
、
病
院
又
は
診

た
だ
し
、
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理

条
た
だ

診
療
所
所
在
地
の
都

者
に
お
い
て
そ
の
必
要
が
な
い
と
認

条
た
だ

療
所
所
在
地
の
都
道

者
に
お
い
て
そ
の
必
要
が
な
い
と
認

し
書

道
府
県
知
事
の
許
可

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
書

府
県
知
事
の
許
可
を

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
受
け
た
場
合
は
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
病
院

受
け
た
場
合
は
、
こ

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
病
院

こ
の
限
り
で
な
い
。

又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
そ
の
病

の
限
り
で
な
い
。

又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
そ
の
病

院
又
は
診
療
所
所
在
地
の
都
道
府
県

院
又
は
診
療
所
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

知
事
（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

開
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又

開
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又

は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る

い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
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市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
）
に

市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
）
に

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
読
替
規
定
）

（
読
替
規
定
）

第
四
条
の
五

国
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
に
関
し
て
こ
の
政

第
四
条
の
五

国
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
に
関
し
て
こ
の
政

令
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
政
令
の
規
定

令
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
政
令
の
規
定

中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句

中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

当
該
診
療
所
所
在
地

主
務
大
臣
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣

第
三
条

当
該
診
療
所
所
在
地

主
務
大
臣
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣

の
三

の
都
道
府
県
知
事
に

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
二

の
都
道
府
県
知
事
に

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
け
出
な
け
れ
ば
な

届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
基
準
病
床
数
の
算
定
の
特
例
）

（
基
準
病
床
数
の
算
定
の
特
例
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

法
第
三
十
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規

２

法
第
三
十
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規

定
す
る
基
準
病
床
数
（
以
下
「
基
準
病
床
数
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
同
条

定
す
る
基
準
病
床
数
（
以
下
「
基
準
病
床
数
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い

第
五
項
に
規
定
す
る
標
準
（
以
下
「
算
定
標
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い

こ
と
と
す
る
場
合
の
基
準
病
床
数
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

こ
と
と
す
る
場
合
の
基
準
病
床
数
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
算
定
基
準
に
従
い
算
定
し
た
数
に
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の

よ
り
、
算
定
標
準
に
従
い
算
定
し
た
数
に
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の

同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同

同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同

意
を
得
た
数
と
す
る
。

意
を
得
た
数
と
す
る
。
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第
五
条
の
三

（
略
）

第
五
条
の
三

（
略
）

２

法
第
三
十
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

２

法
第
三
十
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
数
は
、
算
定
基
準
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
従
い
算
定
し
た
数
に

定
し
た
数
は
、
算
定
標
準
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
従
い
算
定
し
た
数
に

厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
五
条
の
四

（
略
）

第
五
条
の
四

（
略
）

２

法
第
三
十
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

２

法
第
三
十
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
数
は
、
算
定
基
準
又
は
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
従
い
算
定
し

定
し
た
数
は
、
算
定
標
準
又
は
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
従
い
算
定
し

た
数
に
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数

た
数
に
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数

と
す
る
。

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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○

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
又
は
国
の
負
担
）

（
都
道
府
県
又
は
国
の
負
担
）

第
三
十
条

法
第
三
十
七
条
又
は
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県

第
三
十
条

法
第
三
十
七
条
又
は
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県

又
は
国
の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
行
う
。

又
は
国
の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
行
う
。

一

法
第
三
十
五
条
第
四
号
又
は
第
三
十
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う

一

法
第
三
十
五
条
第
三
号
又
は
第
三
十
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う

ち
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
運
営
に
要
す
る
費
用
（
法
第
三
十

ち
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
運
営
に
要
す
る
費
用
（
法
第
三
十

四
条
に
規
定
す
る
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

四
条
に
規
定
す
る
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の

）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の

所
在
地
に
よ
る
地
域
差
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
基
準
に
よ
つ

所
在
地
に
よ
る
地
域
差
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
基
準
に
よ
つ

て
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
当
該
費
用

て
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
当
該
費
用

の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控

の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。

除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。

）

）

二

法
第
三
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
法
第
十
八
条
の
行
政
措

二

法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
法
第
十
八
条
の
行
政
措

置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ

置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ

て
算
定
し
た
法
第
三
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
八
条
の
行

て
算
定
し
た
法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
八
条
の
行

政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い

政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い

て
現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き

て
現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、

は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ

当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ

て
算
定
し
た
当
該
費
用
に
係
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴

て
算
定
し
た
当
該
費
用
に
係
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴

収
金
の
額
を
控
除
し
た
額

収
金
の
額
を
控
除
し
た
額

三

法
第
三
十
五
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
三
十
六
条
第
三
号
若

三

法
第
三
十
五
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
六
条
第
三
号
若

し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
に
規
定
す
る
費
用
を
除
く
。
）

し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
に
規
定
す
る
費
用
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
職
員

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
職
員

の
旅
費
、
備
品
費
、
消
耗
品
費
そ
の
他
の
経
費
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年

の
旅
費
、
備
品
費
、
消
耗
品
費
そ
の
他
の
経
費
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
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度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が

度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る

あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）

と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）
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○

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
食
品
衛
生
検
査
施
設
）

（
食
品
衛
生
検
査
施
設
）

第
八
条

都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
（
以
下
こ
の
条
に

第
八
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
、

お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
設
置
す
る
食
品
衛
生
検
査
施
設
に
は

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
都
道
府
県
等
が
設
置
す
る
食
品
衛
生
検
査
施
設

、
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
き
、
理
化
学
検
査
室
、
微
生

の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

物
検
査
室
、
動
物
飼
育
室
、
事
務
室
等
を
設
け
、
並
び
に
検
査
又
は
試
験
の

な
い
。

た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
等
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と

し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を

参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一

食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備

二

食
品
衛
生
検
査
施
設
に
配
置
す
る
職
員

３

第
一
項
の
食
品
衛
生
検
査
施
設
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る

２

前
項
の
食
品
衛
生
検
査
施
設
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と

と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
査
又
は
試
験
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

こ
ろ
に
よ
り
、
検
査
又
は
試
験
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。

い
。
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○

理
容
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
理
容
所
以
外
の
場
所
で
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
理
容
所
以
外
の
場
所
で
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
四
条

理
容
師
が
法
第
六
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
理
容
所
以
外
の

第
四
条

理
容
師
が
法
第
六
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
理
容
所
以
外
の

場
所
に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

場
所
に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
の
ほ
か
、
都
道
府
県
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

三

前
二
号
の
ほ
か
、
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
場
合

百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「

保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
市
又

は
特
別
区
）
が
条
例
で
定
め
る
場
合
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○

美
容
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
美
容
所
以
外
の
場
所
で
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
美
容
所
以
外
の
場
所
で
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
四
条

美
容
師
が
法
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
美
容
所
以
外
の
場
所

第
四
条

美
容
師
が
法
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
美
容
所
以
外
の
場
所

に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
の
ほ
か
、
都
道
府
県
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

三

前
二
号
の
ほ
か
、
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
場
合

百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「

保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
市
又

は
特
別
区
）
が
条
例
で
定
め
る
場
合
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○

旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
構
造
設
備
の
基
準
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

第
一
条

旅
館
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
一
条

旅
館
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
ホ
テ
ル
営
業
の
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
ホ
テ
ル
営
業
の
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
（
略
）

一
（
略
）

二

洋
式
の
構
造
設
備
に
よ
る
客
室
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る

二

洋
式
の
構
造
設
備
に
よ
る
客
室
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

出
入
口
及
び
窓
は
、
鍵
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

出
入
口
及
び
窓
は
、
か
ぎ
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

三
〜
九

（
略
）

三
〜
九

（
略
）

十

当
該
施
設
の
設
置
場
所
が
法
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以

十

当
該
施
設
の
設
置
場
所
が
法
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以

下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
（
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決

下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
（
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決

定
し
た
土
地
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
周
囲
お
お
む
ね
百
メ
ー
ト
ル
の

定
し
た
土
地
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
周
囲
お
お
む
ね
百
メ
ー
ト
ル
の

区
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
学
校
等
か
ら
客
室
又
は
客
に
ダ
ン
ス
若

区
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
学
校
等
か
ら
客
室
又
は
客
に
ダ
ン
ス
若

し
く
は
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
遊
技
を
さ
せ
る
ホ
ー
ル
そ
の
他

し
く
は
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
遊
技
を
さ
せ
る
ホ
ー
ル
そ
の
他

の
設
備
の
内
部
を
見
と
お
す
こ
と
を
遮
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
有
す
る

の
設
備
の
内
部
を
見
と
お
す
こ
と
を
さ
え
ぎ
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
有

こ
と
。

す
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他
都
道
府
県
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て

十
一

そ
の
他
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
構
造
設
備
の
基
準
に
適
合
す
る

は
、
市
又
は
特
別
区
。
以
下
同
じ
。
）
が
条
例
で
定
め
る
構
造
設
備
の
基

こ
と
。

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）
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○

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
三
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
又
は
国
の
負
担
）

（
都
道
府
県
又
は
国
の
負
担
）

第
五
条

法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
又
は
国

第
五
条

法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
又
は
国

の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
法
第
二
十
二
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲

の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
法
第
二
十
二
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
法
第
十
五
条
の
四
又
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
行
政
措
置
に
要
す

げ
る
法
第
十
五
条
の
四
又
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
行
政
措
置
に
要
す

る
費
用
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
法

る
費
用
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
法

第
二
十
二
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
五
条
の
四
又
は

第
二
十
二
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
五
条
の
四
又
は

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
額
（

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
額
（

そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の

そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
当
該
費
用
の
額
（
そ
の
費
用
の

た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

た
め
の
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が

）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
費
用
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定

定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
費
用
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
徴
収
金
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
行
う
。

に
よ
る
徴
収
金
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
行
う
。
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○

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
取
扱
処
方
箋
数
の
届
出
）

（
取
扱
処
方
せ
ん
数
の
届
出
）

第
二
条

薬
局
開
設
者
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
薬
局
開
設
者
を
い
う

第
二
条

薬
局
開
設
者
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
薬
局
開
設
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
三

。
以
下
同
じ
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
年
に
お
け
る
総
取
扱
処
方
箋
数
（
前
年
に
お
い
て

月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
年
に
お
け
る
総
取
扱
処
方
せ
ん
数
（
前
年
に
お
い

取
り
扱
つ
た
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
及
び
歯
科
の
処
方
箋
の
数
に
そ
れ
ぞ
れ
三

て
取
り
扱
つ
た
眼
科
、
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
及
び
歯
科
の
処
方
せ
ん
の
数
に
そ

分
の
二
を
乗
じ
た
数
と
そ
の
他
の
診
療
科
の
処
方
箋
の
数
と
の
合
計
数
を
い

れ
ぞ
れ
三
分
の
二
を
乗
じ
た
数
と
そ
の
他
の
診
療
科
の
処
方
せ
ん
の
数
と
の

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

合
計
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
薬
局
の
所
在
地
の
都

（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条

道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
取
扱
処
方
せ
ん

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。

数
が
著
し
く
少
な
い
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

）
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
に
届

で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
取
扱
処
方
箋
数
が
著
し
く
少
な
い

場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
交
付
等
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
交
付
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の

市
長
又
は
区
長
。
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「

）
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に

都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と

あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す

る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。
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３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労

働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

４

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項

市
長
又
は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
住
所
地
（
法
人
の
場

て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。
次
条
及
び
第
七
条
に

二
項
中
「
住
所
地
（
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

お
い
て
同
じ
。
）
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ

と
す
る
。
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由

る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
（
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
括

し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
（
法
第
十

製
造
販
売
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の

七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
括
製
造
販
売
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
、
前
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で

が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が

定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市

七
号
）
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

長
又
は
区
長
）
」
と
、
前
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額

り
、
」
と
す
る
。

の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と

す
る
。

５

第
八
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二

項
中
「
住
所
地
（
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と

す
る
。
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
（
法
第
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
括
製
造
販
売
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
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そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
三
項
中
「

実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

５

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
三
項

市
長
又
は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
中
「
住
所
地
の
都
道
府
県

て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び

知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任

前
項
中
「
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
三
項

る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の

中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自

都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区

治
法
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
、
第
三
項
中
「
実
費

、
」
と
す
る
。

を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二

百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す

る
。

６

第
八
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労

働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
三
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別
に

政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
七
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
返
納
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
返
納
）
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第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の

市
長
又
は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経

て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の

由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
許
可
を
受
け
た
都
道
府

住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、

県
知
事
」
と
す
る
。

「
当
該
許
可
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販

売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
住

所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「

当
該
許
可
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
台
帳
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
台
帳
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の

市
長
又
は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「

て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生

都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の

製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の

区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労

働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。
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（
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
特
例
等
）

（
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
特
例
等
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

３

医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
者
に
係
る
従
前
の
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

に
は
、
そ
の
者
に
係
る
従
前
の
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り

一

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬

長
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

又
は
同
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
現
に
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
と

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

同
一
の
種
類
の
許
可
を
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
受

い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
現
に
受
け
て
い
る
製

け
た
場
合

造
販
売
業
の
許
可
と
同
一
の
種
類
の
許
可
を
他
の
都
道
府
県
知
事
、
保
健

所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
又
は
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
受
け
た
場
合

二
・
三

(

略)

二
・
三

(

略)

（
製
造
業
の
許
可
証
の
交
付
等
）

（
製
造
業
の
許
可
証
の
交
付
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定

は
区
長
。
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

府
県
知
事
」
と
す
る
。

、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製

造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は

特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
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臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

（
製
造
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
）

（
製
造
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

４

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
及
び

は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

に
お
け
る
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
製

て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
前
項
中
「
実

造
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第

の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と

事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場

す
る
。

合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
、
前
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別

に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す
る
。

５

第
八
十
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中

「
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府

県
知
事
」
と
、
第
三
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す
る
。

（
製
造
業
の
許
可
証
の
再
交
付
）

（
製
造
業
の
許
可
証
の
再
交
付
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

５

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
三
項
の
規
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は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
中
「
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

に
お
け
る
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
中
「
製

て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
三
項
中
「

造
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法

の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」

事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場

と
す
る
。

合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
、
第
三
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て

別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す
る
。

６

第
八
十
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二

項
及
び
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ

る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
三
項
中
「
実
費
を
勘
案
し
て
別
に
政
令

で
定
め
る
額
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
と
す
る
。

（
製
造
業
の
許
可
証
の
返
納
）

（
製
造
業
の
許
可
証
の
返
納
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定

は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
製
造
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
製
造
所
の
所

を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
許
可
を
受
け
た
都

地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
当

道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

該
許
可
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬

局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
製
造
所
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の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は

、
「
当
該
許
可
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

（
製
造
業
の
許
可
台
帳
）

（
製
造
業
の
許
可
台
帳
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定

は
区
長
）
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道

に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」

府
県
知
事
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬

局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大

臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

（
医
薬
品
等
の
承
認
台
帳
）

（
医
薬
品
等
の
承
認
台
帳
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

２

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
承

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

市
長
又
は
区
長
）
が
前
項
の
承
認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け

て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と

る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

す
る
。

の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬

局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

３

第
八
十
条
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
新
規
）

道
府
県
知
事
が
第
一
項
の
承
認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
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同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の

は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

（
薬
局
に
お
け
る
製
造
販
売
の
特
例
）

（
薬
局
に
お
け
る
製
造
販
売
の
特
例
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

４

第
八
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

道
府
県
知
事
が
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
又
は
製
造
販

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

売
の
承
認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
又
は
第
二
項

市
長
又
は
区
長
）
が
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
又
は
製

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ

造
販
売
の
承
認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
又
は
第

る
の
は
、
「
当
該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
す
る
。

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」

と
あ
る
の
は
、
「
当
該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市

長
又
は
区
長
）
」
と
す
る
。

（
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若

（
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若

し
く
は
賃
貸
業
の
許
可
証
の
交
付
）

し
く
は
賃
貸
業
の
許
可
証
の
交
付
）

第
四
十
四
条

都
道
府
県
知
事
（
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

第
四
十
四
条

都
道
府
県
知
事
（
店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所

薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に

在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に

政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か
ら
第
四

機
器
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
を
い

十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
又
は

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、

高
度
管
理
医
療
機
器
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
許
可
を
申
請
し
た
者
に
許
可
証

療
機
器
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
の
許
可
を

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
又
は
高
度

し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
許
可
を
申
請
し

管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
の
許
可
を
更
新
し
た
と
き
も

た
者
に
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販

、
同
様
と
す
る
。

売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
の
許
可
を
更

新
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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（
届
出
の
特
例
）

（
届
出
の
特
例
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

前
項
の
薬
局
又
は
医
薬
品
の
販
売
業
に
係
る
申
請
又
は
届
出
が
保
健
所
を

２

前
項
の
医
薬
品
の
販
売
業
に
係
る
申
請
又
は
届
出
が
保
健
所
を
設
置
す
る

設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当

市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
健
所

該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
速
や
か
に
、
そ

を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
店

の
旨
を
薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
機
構
に
よ
る
立
入
検
査
等
の
実
施
の
範
囲
等
）

（
機
構
に
よ
る
立
入
検
査
等
の
実
施
の
範
囲
等
）

第
六
十
六
条

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
立
入
検
査
、
質

第
六
十
六
条

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
立
入
検
査
、
質

問
又
は
収
去
は
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
若
し
く

問
又
は
収
去
は
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
若
し
く

は
質
問
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去

は
質
問
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去

（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、

（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、

医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
に
係
る
立
入
検
査
、
質
問
又
は
収
去
を
除
く
。

医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
に
係
る
立
入
検
査
、
質
問
又
は
収
去
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
副
作
用
等
の
報
告
の
情
報
の
整
理
に
係
る
医
薬
品
等
の
範
囲

（
機
構
に
よ
る
副
作
用
等
の
報
告
の
情
報
の
整
理
に
係
る
医
薬
品
等
の
範
囲

）

）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
七
十
七
条
の
四
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬

二

法
第
七
十
七
条
の
四
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬

部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
う
ち
、
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ

部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
う
ち
、
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
法
第
七
十
七
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す

り
法
第
七
十
七
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す

る
事
務
を
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
し
、

る
事
務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の

又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設

置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区

長
）
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の

（
都
道
府
県
等
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）
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第
八
十
条

法
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

第
八
十
条

法
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

売
を
し
、
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

は
区
長
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
の
規
定
中
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
の
規
定
中
こ
れ
ら
の
規
定

県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
こ
の

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
に
関
す
る
規
定

項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
務
に
係
る
厚
生

は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る

労
働
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都

も
の
と
す
る
。

道
府
県
知
事
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
の
規
定
中
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

（
新
規
）

県
知
事
が
行
う
事
務
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県

知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
八
十
一
条

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

第
八
十
一
条

第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

る
同
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並

同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て

び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び

二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お

同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
四

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条

項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ
ら

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並

の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条

び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第

第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条

）
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第

る
同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
こ
れ

を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五

第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条

条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
二
項
及

三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
か
ら
第

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い

六
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
条
第

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
か
ら

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

第
六
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
条

る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

受
託
事
務
と
す
る
。

い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

２

第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五

（
新
規
）

条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
五

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
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受
託
事
務
と
す
る
。

（
動
物
用
医
薬
品
等
）

（
動
物
用
医
薬
品
等
）

第
八
十
三
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物

第
八
十
三
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ

の
政
令
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚

の
政
令
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚

生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
（

生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
四
十
四
条
中
「
都

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設

道
府
県
知
事
（
店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
地
域
保

置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長

健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

）
」
と
あ
り
、
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市

市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
の
区
域
に

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に

り
、
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
八
条
中

地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

「
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び

、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売

第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

医
薬
品
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局

の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二

条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設

置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局

製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第

二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、
及
び

第
七
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の

は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
九
条
第
三
項
第
一
号
中
「
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
が

医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
同
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条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
二
項
」
と
、
同
号
中
「
他
の
都
道
府
県

知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る

の
は
「
他
の
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事

（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第

十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設

置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受

け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
及
び
第
四
十
四
条
中
「
都
道
府
県
知
事

（
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地
が

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市

長
又
は
区
長
。
次
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
八
条
中
「
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一

項
」
と
、
第
八
十
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市

の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等

」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

母
子
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
又
は
都
道
府
県
の
費
用
の
負
担
）

（
国
の
費
用
の
負
担
）

第
二
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

第
二
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

の
法
第
二
十
一
条
の
二
又
は
第
二
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
又

の
法
第
二
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、

は
国
の
負
担
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
養

つ
て
算
定
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
の
給
付
（
養
育
医
療
に
要
す

育
医
療
の
給
付
（
養
育
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
含
む
。
）
に
要
す
る

る
費
用
の
支
給
を
含
む
。
）
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
定

費
用
の
額
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
費

め
る
基
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
費
用
に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
四
第
一

用
に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
額
そ
の
他

項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
額
そ
の
他
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
の
額
を
控

そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
行
う
。

除
し
た
額
に
つ
い
て
行
う
。
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

第
百
七
十
四
条
の
二
十
八

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

第
百
七
十
四
条
の
二
十
八

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
及
び

は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
及
び

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
規
定

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
規
定

に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
条

に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
条

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
同
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
（
以
下
こ

よ
る
同
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
更
生
相

の
条
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
更
生
相

談
所
」
と
い
う
。
）
の
設
置
、
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

談
所
」
と
い
う
。
）
の
設
置
、
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

同
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
司
（
以
下
こ
の
条
及
び

同
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
司
（
以
下
こ
の
条
及
び

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
福
祉
司
」
と
い
う

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
福
祉
司
」
と
い
う

。
）
の
設
置
、
同
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
談
援
助
の
委

。
）
の
設
置
、
指
定
都
市
が
行
う
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身

託
、
指
定
都
市
が
行
う
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十

生
活
訓
練
等
事
業
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
に

九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係

お
い
て
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第

る
同
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に

三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
制
限

よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
並
び
に
指
定
都
市
が
設
置
す
る
同
法
第
五
条
第

又
は
停
止
の
命
令
並
び
に
指
定
都
市
が
設
置
す
る
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規

一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

定
す
る
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
四

百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設

条
の
四
十
九
の
四
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
と
い
う

」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
又
は

。
）
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
又
は
廃
止
の
命

廃
止
の
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項

、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法

及
び
第
五
項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令

及
び
同
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係

中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を

る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
に
適

除
く
。
）
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る

用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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も
の
と
す
る
。

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

第
百
七
十
四
条
の
三
十
の
三

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

第
百
七
十
四
条
の
三
十
の
三

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事

の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事

務
は
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
及
び
知

務
は
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
及
び
知

的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
三
号
）
の
規
定
に
よ

的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
三
号
）
の
規
定
に
よ

り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
一
条
の

り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規

規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
同
法
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
（
以

定
に
よ
る
同
法
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
八
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
更

下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
八
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
更

生
相
談
所
」
と
い
う
。
）
の
設
置
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

生
相
談
所
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

同
法
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
福
祉
司
（
以
下
こ
の
条
及
び

る
同
法
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
福
祉
司
（
以
下
こ
の
条
及

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
八
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
福
祉
司
」
と
い
う

び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
八
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
福
祉
司
」
と
い

。
）
の
設
置
及
び
同
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
談
援
助
の

う
。
）
の
設
置
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

委
託
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四

は
、
第
四
項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令

項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
都
道
府

中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を

県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）

除
く
。
）
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る

は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す

も
の
と
す
る
。

る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
処
理
す
る
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
処
理
す
る
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

事
務
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
規
定
に

事
務
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
規
定
に

よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
条
の

よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
設
置
、
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定

る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
設
置
、
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
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に
よ
る
身
体
障
害
者
福
祉
司
の
設
置
、
同
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
身
体
障
害
者
福
祉
司
の
設
置
、
同
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
盲
導

に
よ
る
相
談
援
助
の
委
託
、
同
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
盲
導
犬
の
貸
与

犬
の
貸
与
等
、
中
核
市
が
行
う
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
に
係
る
同

等
、
中
核
市
が
行
う
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
に
係
る
同
法
第
三
十

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る

九
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は

制
限
又
は
停
止
の
命
令
並
び
に
中
核
市
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
社
会
参
加

停
止
の
命
令
並
び
に
中
核
市
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設

支
援
施
設
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
又
は
廃
止

に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
又
は
廃
止
の
命
令
に

の
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次

関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
及
び
第

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
八
第
五
項
に
お

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
八
第
五
項
に
お
い
て
特
別

い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
都
道
府
県
に
関

の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定

す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
中

（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
中
核
市
に
関

核
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
規
定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
八

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
八

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
処
理
す
る
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
処
理
す
る
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

事
務
は
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
規
定
に

事
務
は
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
規
定
に

よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
一
条

よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
法
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
の
設
置
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
の
設
置
及
び
同
法
第
十
三
条
第
一
項

規
定
に
よ
る
知
的
障
害
者
福
祉
司
の
設
置
及
び
同
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
知
的
障
害
者
福
祉
司
の
設
置
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と

の
規
定
に
よ
る
相
談
援
助
の
委
託
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条

の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
三
十
の

の
三
十
の
三
第
四
項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及

三
第
四
項
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中

び
同
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除

規
定
を
除
く
。
）
は
、
中
核
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ

く
。
）
は
、
中
核
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和

一

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和

第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

三
十
六
年
政
令
第
十
一

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

三
十
六
年
政
令
第
十
一

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項

号
）

項
、
第
五
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
四

号
）

及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
え
て
適

項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項

適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第

及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い

二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項

及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
同
条

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

第
七
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及

る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
に
お
い

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項

、
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え

、
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十

第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

。
）
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
同
条

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同

第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替

条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
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え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ

れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら

ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準

の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
一
項

第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五

及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規

適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項

定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お

合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

十
四
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及

項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
二
項
に
お

さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み

合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
第
二
項
及

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に

を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
第

項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読

一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十

第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第

さ
れ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五

三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
、
第
七
十

る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項

三
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
八

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

る
事
務

同
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
か
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ら
第
六
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
三
条
、

第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務

二

第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
五
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

、
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十

二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第

五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四

条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

一
項
、
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市

又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
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て
い
る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
等
に
係
る
許
可
等
で
課
税
す
る
も
の
の
範
囲
）

（
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
等
に
係
る
許
可
等
で
課
税
す
る
も
の
の
範
囲
）

第
十
五
条

法
別
表
第
一
第
七
十
七
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は

第
十
五
条

法
別
表
第
一
第
七
十
七
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は

（一）

（一）

、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
（
製

、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
（
製

造
販
売
業
の
許
可
）
又
は
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
（
動
物
用
医
薬
品
等
）

造
販
売
業
の
許
可
）
（
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
（
動
物
用
医
薬
品
等
）
の

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
で
、

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
で
、
薬
事
法

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
八
十
条
第
一
項
（
都

施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項

道
府
県
等
が
処
理
す
る
事
務
）
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
都

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
同
令
第
八
十
三

道
府
県
知
事
等
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
行

条
（
動
物
用
医
薬
品
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
令

は
同
令
第
八
十
三
条
（
動
物
用
医
薬
品
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

用
す
る
同
令
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

係
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

２

法
別
表
第
一
第
七
十
七
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

２

法
別
表
第
一
第
七
十
七
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

（二）

（二）

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

薬
事
法
第
十
三
条
第
一
項
（
製
造
業
の
許
可
）
の
許
可
で
、
薬
事
法
施

一

薬
事
法
第
十
三
条
第
一
項
（
製
造
業
の
許
可
）
の
許
可
で
、
薬
事
法
施

行
令
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
等
が
行
う
こ
と
と

行
令
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行

さ
れ
る
事
務
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
二
項

う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
三
号
に
係

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
項
第
三

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

二

薬
事
法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係
る
許
可
の
区
分

二

薬
事
法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係
る
許
可
の
区
分

の
追
加
の
許
可
で
、
薬
事
法
施
行
令
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

の
追
加
の
許
可
で
、
薬
事
法
施
行
令
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

道
府
県
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第

に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ

二
号
又
は
第
二
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
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と
と
さ
れ
る
事
務
（
同
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の

も
の

以
外
の
も
の

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）


